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令和元年（受）第１１６６号 損害賠償等請求事件 

令和３年１月１２日 第三小法廷判決 

  

            主     文 

       原判決中，上告人敗訴部分を破棄する。 

       前項の部分につき，本件を東京高等裁判所に差し戻す。 

            理     由 

 上告代理人島田直樹，同荒木尚，同岩﨑紀人の上告受理申立て理由３について 

 １ 原審の確定した事実関係の概要は，次のとおりである。 

 (1) 上告人は，平成２２年９月，Ａが起こした強盗致傷事件の被害に遭った。 

 Ａの父であるＢは，平成２６年９月，被上告人が自動車を運転中に起こした事故

（以下「本件事故」という。）により死亡した。 

 Ｂの相続人は，妻であるＣ並びに子であるＡ，Ｄ及びＥ（以下「本件相続人ら」

という。）であった。 

 (2) 平成２７年１１月，上告人の申立てにより，本件相続人らを債務者，被上

告人を第三債務者とし，上告人が本件相続人らに対してそれぞれ有する上記強盗致

傷事件に係る不法行為に基づく損害賠償請求権（以下，併せて「本件各請求債権」

という。）を請求債権，本件相続人らがそれぞれ法定相続分に応じて取得した本件

事故によるＢの被上告人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権（以下，併せて

「本件各損害賠償請求権」という。）のうちＣのものにつき２４１１万１９５３

円，Ａのものにつき８０３万７３２０円，Ｄ及びＥのものにつき各８０３万７３１

７円（合計４８２２万３９０７円）に満つるまでの部分を仮差押債権とする債権仮

差押命令（以下「本件仮差押命令」という。）が発令され，被上告人に送達され

た。 

 (3) 被上告人と本件相続人らは，平成２８年１０月６日，次の内容を含む示談

（以下「本件示談」という。）をした。 
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 ア 被上告人は，本件相続人らに対し，本件事故による一切の損害賠償金として

合計４０６３万２９４０円の支払義務があることを認め，内金３０００万１１００

円を速やかに支払う。 

 イ 上記内金が支払われたときは，被上告人と本件相続人らとの間には，本件示

談で定めるほか，何ら債権債務のないことを相互に確認する。 

 (4) 本件相続人らは，平成２８年１０月２０日頃，本件事故に関する自動車損

害賠償保障法１６条１項に基づく損害賠償額の支払請求権について，被上告人が自

動車保険契約を締結していた保険会社から，合計３０００万１１００円の立替払を

受けた。 

 (5) 上告人は，上告人の本件相続人らに対する本件各請求債権に基づく請求を

一部認容する旨の仮執行宣言付き判決を得て，これを債務名義として，本件各損害

賠償請求権及びその遅延損害金債権のうちＣのものにつき３０００万円，Ａ，Ｄ及

びＥのものにつき各１０００万円に満つるまでの部分につき，本件相続人らを債務

者，被上告人を第三債務者とする債権差押命令及び転付命令の申立てをし，平成３

０年３月７日，これに基づく債権差押命令及び転付命令（以下「本件差押転付命

令」という。）が発令された。本件差押転付命令は，同月２８日に確定した。 

 ２ 本件は，上告人が，被上告人に対し，上告人が本件差押転付命令により取得

した本件各損害賠償請求権に基づき，４８２２万３９０７円及びこれに対する遅延

損害金の支払を求める事案である。上告人が被上告人に対して本件示談において合

意された損害賠償金の額である４０６３万２９４０円（以下「本件示談金額」とい

う。）を超える額の請求をすることができるか否かが争われている。 

 ３ 原審は，上記事実関係の下において，要旨次のとおり判断し，上告人の請求

を，本件示談金額から本件相続人らが支払を受けた３０００万１１００円を差し引

いた１０６３万１８４０円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容

し，その余を棄却した。 

 本件各損害賠償請求権は，不法行為に基づく損害賠償請求権であって，不法行為
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の時点において具体的な金額を直ちに確定することができないものであったとこ

ろ，本件示談は，その金額を，被上告人のＢに対する損害賠償金として社会通念上

相当な額である本件示談金額と確定したものである。そうすると，本件示談は，本

件仮差押命令により禁止される上告人を害する処分であるとは認められず，上告人

は，被上告人に対し，本件示談金額を超える額の請求をすることができないという

べきである。 

 ４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。 

 債権の仮差押えを受けた仮差押債務者は，当該債権の処分を禁止されるから，仮

差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をし

ても，仮差押債務者及び第三債務者は，仮差押債権者を害する限度において，当該

示談をもって仮差押債権者に対抗することができない。 

 本件示談は，本件相続人らが本件仮差押命令による仮差押えを受けた後に被上告

人との間でしたものであり，本件各損害賠償請求権の合計額が本件示談金額（４０

６３万２９４０円）を超えないことを確認する趣旨を含むものであると解される。

そして，本件仮差押命令の仮差押債権は，本件各損害賠償請求権のうち合計４８２

２万３９０７円に満つるまでの部分であるから，本件示談金額が実際の本件各損害

賠償請求権の合計額を下回る場合には，遅延損害金を考慮するまでもなく，上告人

を害することになり，被上告人は，その害する限度において，本件示談をもって上

告人に対抗することができないというべきである。本件各損害賠償請求権が不法行

為に基づく損害賠償請求権であることや，本件示談金額が損害賠償金として社会通

念上相当な額であることなど，原審の指摘する事情は，以上の判断を左右するもの

ではない。 

 したがって，上告人が被上告人に対して本件示談金額を超える額の請求をするこ

とができないとした原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法がある。 

 ５ 以上によれば，原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
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反がある。論旨は理由があり，原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そし

て，本件各損害賠償請求権の金額等について更に審理を尽くさせるため，上記部分

につき本件を原審に差し戻すこととする。 

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 

(裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 林 景一 裁判官 宮崎裕子 裁判官    

宇賀克也 裁判官 林 道晴) 


